
広島県内広島県内広島県内広島県内におけるにおけるにおけるにおける「「「「宅地造成工事規制区域宅地造成工事規制区域宅地造成工事規制区域宅地造成工事規制区域」」」」及及及及びびびび「「「「造成宅地防災区域造成宅地防災区域造成宅地防災区域造成宅地防災区域」」」」のののの指定状況指定状況指定状況指定状況            ○宅地造成工事規制区域の指定状況 （宅地造成等規制法第 3 条）                                                             平成 21 年 3月 31 日現在 宅地造成工事規制区域 市町名 告示日 告示番号 施行日 区域(地区)名 S37.11.22 建告第 2948 号 S37.11.22 広島西部区域，広島東部区域，仁保区域 A，B，黄金山区域 S38.5.11 建告第 1256 号 S38.5.11 旧五日市町 A～E 区域，旧安芸町，旧船越町 S40.1.30 建告第 162 号 S40.1.30 旧瀬野川町 A～D 区域，旧高陽町区域 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 旧安芸町 B 地区，旧矢野町 A 地区，旧高陽町 B 地区，旧佐東町 A，B地区，旧安古市町 A，B 地区，旧祇園町 A地区，旧五日市町 F地区 S47.7.31 建告第 1330 号 S47.7.31 広島市 E，F 地区，旧船越町 B 地区，旧高陽町 C，D 地区，旧五日市町 G 地区 S49.6.15 建告第 895 号 S49.6.15 広島市 G～K区域 H16.3.1 市告第 54 号 H16.3.1 A，B 区域 広島市 H18.4.1 市告第 243 号 H18.4.1 A，B 区域 S38.5.11 建告第 1256 号 S38.5.11 呉市 A，B 区域 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 呉市 C 地区 S47.7.31 建告第 1330 号 S47.7.31 呉市 D，E 地区 呉市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 旧音戸町 A 区域，旧安浦町 A区域，旧川尻町 A 区域 竹原市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 竹原市 A～E区域 S38.5.11 建告第 1256 号 S38.5.11 三原市 A，B区域 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 三原市 C～F地区 S49.6.15 建告第 895 号 S49.6.15 三原市 G～I区域 三原市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 三原市 J～M区域，旧本郷町 A，B区域 S38.5.11 建告第 1256 号 S38.5.11 尾道市 A，B区域 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 尾道市 C，D地区 S49.6.15 建告第 895 号 S49.6.15 尾道市 E～H区域，旧向島町 A～C区域 尾道市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 旧瀬戸田町 A～C 区域 S38.5.11 建告第 1256 号 S38.5.11 福山市 A～E区域 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 福山市 F～J地区 S49.6.15 建告第 895 号 S49.6.15 福山市 K～M区域，旧沼隈町 A，B区域，旧神辺町 A～F 区域，旧加茂町 A，B 区域，旧駅家町 A，B区域，旧新市町 A，B 区域 福山市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 福山市 N～Q区域 府中市 S49.6.15 建告第 895 号 S49.6.15 府中市 A～C区域 三次市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 三次市 A～E区域 庄原市 － － － － 大竹市 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 大竹市 A地区 S40.1.30 建告第 162 号 S40.1.30 旧八本松町 A～D 区域 S47.7.31 建告第 1330 号 S47.7.31 旧八本松町 E～L 地区，旧西条町 A～C 地区 S49.6.15 建告第 895 号 S49.6.15 旧高屋町 A 区域 東広島市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 東広島市 A～C 区域，旧黒瀬町 A，B 区域，旧河内町 A 区域，旧安芸津町 A～E 区域 S38.5.11 建告第 1256 号 S38.5.11 旧廿日市町 A～E 区域，旧大野町 A，B 区域 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 旧廿日市町 F 地区，旧大野町 C 地区 S47.7.31 建告第 1330 号 S47.7.31 旧廿日市町 G 地区 S49.6.15 建告第 895 号 S49.6.15 旧大野町 D 区域    廿日市市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 廿日市市 H 区域 安芸高田市 － － － － 江田島市 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 旧江田島町 A，B 区域，旧大柿町 A～D 区域 S38.5.11 建告第 1256 号 S38.5.11 府中町 府中町 S47.7.31 建告第 1330 号 S47.7.31 府中町 B地区 海田町 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 海田町 A，B地区 S47.7.31 建告第 1330 号 S47.7.31 熊野町地区 熊野町 H4.11.26 県告第 1195 号 H5.3.1 熊野町 B区域 坂町 S43.8.28 建告第 2417 号 S43.9.1 坂町 A，B 地区 安芸太田町 － － － － 北広島町 － － － － 大崎上島町 － － － － 世羅町 － － － － 神石高原町 － － － －   



                         ○造成宅地防災区域の指定状況 （宅地造成等規制法第 20 条）                                                                                                                                                                                            平成 21 年 3月 31 日現在    造成宅地防災区域 市町名 告示日 告示番号 施行日 区域名                                         
 

この地図は，概ねの区域を示しています。 正確な区域は，官報，県報等若しくは宅地造成工事規制区域図で確認してください。  

指定箇所無し 


